
業 務 委 託 実 施 説 明 書 

 

令和７年度 共同研究等スタート事業 業務委託に関する参加意思確認及び提案については、

関係法令に定めるもののほか、この業務委託実施説明書によるものとする。 

なお、本業務については、大学その他の高等教育機関（以下「大学等」という。）の最先端

のデジタル技術に関する知見を活用したイノベーションの創出に前向きな県内企業と優れた 

シーズを有する県内大学等との密接な連携体制を構築することが必要不可欠であるため、公益

財団法人岡山県産業振興財団を相手方とする随意契約手続を行う予定であるが、他の者で下記

２の資格を有し、本業務の受託を希望する者の有無を確認するとともに、契約の相手方を選定

する目的で、参加意思のある者からの提案書等の提出を募集するものである。 

 公募の結果、２の参加資格を有すると認められる者がない場合は、公益財団法人岡山県産業

振興財団との随意契約手続に移行する。 

 なお、２の参加資格を満たすと認められる者がある場合にあっては、公益財団法人岡山県 

産業振興財団と当該応募者が提出する提案書等について直ちに審査を行い、契約相手方を選定

する予定である。 

 

１ 提案に付する事項 

 （１）業務名 

    令和７年度 共同研究等スタート事業 業務委託 

 （２）業務内容 

   ①「岡山県 企業と大学との共同研究センター」（以下「センター」という。）事業 

     ア センターの管理運営 

     イ 企業と大学等との共同研究の推進 

     ウ 県内コーディネーター間の連携促進及び人材育成 

     エ 工学系学生の県内定着の促進 

   ②ワンストップ窓口事業 

     ア ワンストップ窓口の管理運営 

     イ デジタルイノベーション創出や社会実装に向けた企業と大学等との共同研究の推進 

     ウ デジタルイノベーション創出や社会実装に向けた共同研究事業化推進リーダーの育成  

     エ 実践的講座との連携 

   ※各業務の詳細は「令和７年度 共同研究等スタート事業 業務委託仕様書」による。 

 （３）委託期間 

    令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 業務委託に参加できる者の資格 

  業務委託に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」と

いう。）に登載されている者であること。 

 （２）入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類９その他、小分類１０その他」であり、格

付区分がＡであること。 

 （３）入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 

 （４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

る者でないこと。 

 （５）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第３３

２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

 （６）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

 （７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 



 （８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く｡）

でないこと。 

 （９）産学官連携による取組の実施に必要な能力及び体制を有すること。 

 （10）過去３年以内に産学官連携による取組の調整及び推進に関する業務について実績を有 

   していること。 

 

３ 契約条項を示す場所 

  〒７００－８５７０岡山市北区内山下２丁目４番６号 岡山県庁８階 

  岡山県産業労働部産業振興課 

  電話番号：０８６－２２６－７３８０ 

  ファクス番号：０８６－２２４－２１６５ 

 

４ 業務委託参加手続等 

  この業務委託に参加を希望する者は、次により手続きを行わなければならない。 

 （１）関連資料の配布期間及び場所 

   ①関連資料 業務委託実施説明書 

         令和７年度 共同研究等スタート事業 業務委託仕様書 

②配布期間 令和７年３月１２日（水）から同年同月２１日（金）までの午前９時から

午後５時までとする。ただし、県の休日（岡山県の休日を定める条例（平

成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する休日をいう。以下同

じ。）を除く。 

③配布場所 上記３の場所に同じ 

         なお、岡山県産業労働部産業振興課ホームページ 

https://www.pref.okayama.jp/page/963350.html 

からダウンロード可能である。 

 （２）説明書及び仕様書に関する質問 

①受付期間 令和７年３月１２日（水）から同年同月２１日（金）までの午前９時から

午後５時までとする。ただし、県の休日を除く。 

②受付場所 上記３の場所に同じ 

③受付方法 説明書及び仕様書に関する質問・回答書（様式第１号）により原則として

ファクス又は郵便等（書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法に

よるものに限る。以下同じ。）によることとし、受付期間内に必着とする

こと。 

      なお、ファクスにより提出する場合は、送付した旨を電話にて上記３の 

担当者に連絡し、受け取りの確認をすること。 

④回答方法 令和７年３月２５日（火）の午後３時までにファクス等で回答する。 

 （３）業務委託参加資格確認申請書 

①提出期間 令和７年３月１２日（水）から同年同３月１８日（火）までの午前９時か

ら午後５時までとする。ただし、県の休日を除く。 

②提出場所 上記３の場所に同じ 

③提出方法 持参又は郵便等によることとし、提出期間内に必着とすること。 

④提出書類 参加資格確認申請書（様式第２号） 

 （４）業務委託参加資格要件の審査及び通知 

参加資格確認申請書を提出した者について、岡山県産業労働部内に設置する審査会に

おいて審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を書面により通知する。

この通知を受けた者は、この業務委託に参加することができない。 

https://www.pref.okayama.jp/page/


５ 提案書の審査等 

 （１）提案書等の提出方法 

①受付期間 令和７年３月１２日（水）から同年同月２７日（木）までの午前９時から 

午後５時までとする。ただし、県の休日を除く。 

②提出場所 上記３の場所に同じ 

③方  法 持参又は郵便等によることとし、受付期間内に必着とすること。 

④提出書類 令和７年度共同研究等スタート事業業務委託に関する提案書（様式第３号） 

      事業計画書（様式第４号） 

      見積書（様式第５号） 

      岡山県税の滞納がないことを証する書類 

      その他参考資料 

 （２）審査方法 

岡山県産業労働部内に設置する審査会において、提案書等の内容を別に定める審査基

準により審査し、契約の相手方を選定する。 

 （３）審査結果の通知方法 

審査後、書面により通知する。 

 

６ その他 

 （１）本業務については、県の令和７年度当初予算において予算措置された場合のみ事業化

される停止条件付き事業であり、予算が成立しない場合には、この手続きに係る一切に

ついて、いかなる効力も発生しないものである。また、本事業の財源の一部に国庫支出

金を充てる予定であるため、当該国庫支出金の予算措置がなかった場合は、業務の内容

や委託限度額を変更する場合がある。 

 （２）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和６１年３月２０日規則第８号）第１５３条、第

１５４条及び第１５５条の規定による。 

 （３）業務委託契約書の作成を要する。 

 （４）契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。 

    なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留

意すること。 

 （５）業務の詳細は「業務委託実施説明書」及び「令和７年度共同研究等スタート事業業務

委託仕様書」による。 

 （６）応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

 （７）提出された書類は返却しない。 

 （８）関連情報を入手するための照会窓口は、３に同じ。 

 


